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１定言命法によるカントの私法論

〈
ｌ
）

カ
ン
ト
の
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
（
一
七
九
七
年
）
の
「
私
法
」
で
は
、
人
間
の
自
然
状
態
に
お
け
る
ト
ロ
有
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
。

〈
ｚ
）

こ
の
自
然
状
態
は
す
で
に
社
会
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
然
的
法
の
も
と
に
占
有
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
ご
函
一
・
く
一
・
脚
台
・

ろ
ｓ
ｏ
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
状
態
に
お
け
る
占
有
の
権
原
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
「
私
法
」
に
お
い
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
が
「
外
的
対
象
の
純
粋
に
法
的
な
占
有
と
い
う
概
念
の
演
鐸
」
（
言
・
凹
室
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
は
定
言
命
法
を
原
理
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
法
義
務
は
ど
の
よ
う
に
し
て
定
言
命
法
に
基
づ
く
の
だ

ろ
う
か
。
定
言
命
法
に
よ
っ
て
私
は
自
ら
の
人
格
を
た
ん
に
手
段
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
同
時
に
目
的
自
体
と
し
て
も
扱
う
よ
う

命
ぜ
ら
れ
る
（
ぐ
、
一
・
三
．
台
爲
）
。
こ
の
命
令
は
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
の
中
の
「
法
論
」
で
見
る
と
、
ロ
ー
マ
法
編
纂
者
ウ
ル
ピ
ァ
ヌ
ス

（
３
）
 

に
依
拠
す
る
「
法
義
務
の
一
般
的
区
分
」
の
第
一
区
分
に
登
場
’
し
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。
「
他
人
に
対
し
て
自
分
を
た
ん
に
手
段

と
す
る
こ
と
な
く
、
他
人
に
と
っ
て
常
に
同
時
に
目
的
で
も
あ
れ
」
（
臼
》
巳
。
）
と
。
第
二
区
分
で
の
義
務
は
「
誰
に
対
し
て
も
不
正
を

一
、
問
題
提
起

定
言
命
法
に
よ
る
カ
ン
ト
の
私
法
論

ｌ
叡
智
的
占
有
と
ウ
ル
ビ
ァ
ヌ
ス
の
定
式
Ｉ

菅
沢
龍
文
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２ 
し
て
は
な
ら
な
い
（
誰
を
も
害
す
る
な
〔
。
①
ヨ
ヨ
：
一
馬
屋
）
」
（
く
】
・
巳
Ｓ
と
い
う
命
令
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
次
の
条
件
が
付

（
４
）
 

さ
れ
る
。
「
た
と
輻
え
そ
の
た
め
に
君
が
他
人
と
の
す
べ
て
の
結
今
ロ
か
ら
離
脱
し
、
す
べ
て
の
交
際
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
」

（
５
）
 

（
一
ｓ
己
．
）
と
。
そ
し
て
最
後
の
第
一
一
一
区
分
で
は
「
（
も
し
君
が
交
際
を
避
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
）
各
人
に
各
人
の
も
の
が
確
保
さ
れ
る
社
会

（
６
）
 

に
他
人
と
と
も
に
入
れ
（
各
人
に
各
人
の
も
の
を
認
め
よ
〔
⑫
巨
三
。
Ｅ
・
馬
［
１
９
凸
）
」
（
三
．
巳
Ｊ
）
と
。
こ
れ
ら
の
義
務
の
命
令
は
そ
れ
ぞ

れ
順
に
「
〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則
」
（
一
①
×
一
巨
叩
［
一
）
、
「
外
的
正
し
さ
の
法
則
」
（
］
の
〆
一
目
。
一
旦
、
「
正
義
の
法
則
」
（
］
の
〆
ご
ｍ
［
一
畳
Ｓ
と
さ
れ
る
。

（
７
）
 

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
カ
ン
ト
の
私
法
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
一
連
の
一
二
つ
の
義

務
が
そ
れ
ぞ
れ
法
の
「
内
的
義
務
」
、
「
外
的
義
務
」
、
「
内
的
義
務
の
原
理
か
ら
外
的
義
務
を
包
摂
に
よ
っ
て
導
出
す
る
こ
と
を
含
む
義
務
」

（
く
］
胞
圀
）
と
呼
ば
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
最
後
の
義
務
で
「
包
摂
に
よ
っ
て
導
出
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
稿
は
こ
の
問
い

（
８
）
 

に
答
え
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ン
ト
の
私
法
論
が
定
一
言
命
法
に
基
づ
く
こ
と
を
論
証
し
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
考
察
対

象
を
カ
ン
ト
の
私
法
論
全
体
の
基
礎
づ
け
に
あ
た
る
「
私
法
」
第
一
章
に
絞
る
。

「
私
法
」
第
一
章
の
中
で
は
最
初
に
述
べ
た
占
有
の
演
鐸
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
演
鐸
は
定
言
命
法
を
必
要
と
し
な
い
の
だ

（
９
）
 

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
演
鐸
に
つ
い
て
老
彦
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
演
鐸
さ
れ
る
の
は
「
外
的
対
象
の
純
粋
に

法
的
な
占
有
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
外
的
対
象
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
が
最
初
の
課
題
と
な
る
（
第
二
節
・
第
三

節
）
。
そ
の
後
、
叡
智
的
占
有
の
演
鐸
と
定
言
命
法
と
の
関
係
を
論
ず
る
（
第
四
節
）
。
そ
し
て
最
後
に
、
上
述
の
「
法
義
務
の
一
般
的
区

分
」
に
お
け
る
定
言
命
法
が
「
私
法
」
で
も
つ
意
義
を
考
察
す
る
（
第
五
節
）
。

「
私
法
」
の
第
一
章
で
は
「
私
法
」
の
全
領
域
に
わ
た
る
目
配
り
が
あ
り
、
こ
れ
ら
全
領
域
の
基
礎
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
第
一
章
。

二
、
外
的
な
も
の
と
叡
智
的
占
有
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３定言命法によるカントの私法論
第
一
節
の
冒
頭
部
分
は
「
法
的
な
私
の
も
の
（
ョ
目
ョ
ご
『
一
⑫
）
」
は
私
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
他
人
が
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
一
方
で
「
私
の
同
意
」
が
必
要
で
あ
り
、
他
方
で
こ
れ
が
な
け
れ
ば
私
を
「
侵
害
」
す

る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
私
の
も
の
が
法
的
な
私
の
も
の
で
あ
る
（
ぐ
、
一
・
三
心
室
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
外
的
な
私
の
も
の
は
法
的
な
私
の
も
の
だ
と
主
張
で
き
る
の
か
。
そ
も
そ
も
外
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と

、
、
、
、

、
、
、

な
の
か
。
カ
ン
ト
の
考
え
る
と
｝
」
ろ
を
次
に
引
用
す
る
。
「
対
象
が
私
の
外
に
あ
る
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
が
私
（
主
体
）
か
ら
区
別
さ

、
、

、
、
、
、

れ
る
だ
け
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
ま
た
は
空
間
や
時
間
に
お
い
て
他
の
場
所
（
己
。
⑫
一
皀
巳
に
見
出
さ
れ
る
対
象
で
も
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」
〈
旨
・
凹
盆
）
。
一
般
に
私
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
い
え
ば
、
空
間
的
・
時
間
的
に
私
と
は
別

の
場
所
に
あ
る
対
象
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
引
用
文
で
は
、
「
私
か
ら
区
別
さ
れ
る
だ
け
の
対
象
」
に
対
し
て
、
空
間
や
時

間
の
規
定
か
ら
み
て
私
と
は
別
の
場
所
に
見
出
さ
れ
る
対
象
で
「
も
」
（
目
：
）
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
後
か
ら
付
け
加
わ
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
私
の
外
的
対
象
は
空
間
的
・
時
間
的
規
定
を
受
け
る
よ
り
先
に
そ
も
そ
も
「
私
（
主
体
）

か
ら
区
別
さ
れ
る
だ
け
の
対
象
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
外
的
対
象
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
批
判
哲
学
で
は
感
性
界
と
叡
智
界
と
の
二
世
界
を
分
け
て
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
感
性
界
と
叡
智
界

と
は
何
か
。
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
二
七
八
一
年
）
で
空
間
・
時
間
は
認
識
主
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形
式
で
あ
る
こ
と
を

究
明
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
カ
ン
ト
は
空
間
・
時
間
の
中
の
現
象
と
空
間
・
時
間
に
よ
ら
な
い
物
自
体
と
を
区
別
し
た
。
こ
の
区
別
に

よ
っ
て
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
現
象
に
か
か
わ
る
感
性
界
の
観
点
で
は
行
為
は
空
間
・

時
間
の
中
で
自
然
必
然
性
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
自
体
に
か
か
わ
る
叡
智
界
の
観
点
で
は
行
為
は
純
粋
実
践
理
性

の
立
法
（
定
言
命
法
）
に
支
配
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
観
点
で
は
理
性
の
自
己
立
法
に
従
う
と
い
う
意
味
で
自
律
的
意
志
の
自
由
が
認
識

（
川
）

さ
れ
る
。
し
か
も
、
叡
智
的
占
有
は
「
本
体
的
占
有
」
（
ｇ
⑫
⑫
①
⑰
壁
。
。
・
ニ
ョ
①
ョ
目
）
と
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
の
対
象
は
現
象
と
し
て
で
は
な

（
、
）

く
て
「
物
自
体
」
（
く
閂
．
Ｐ
一
℃
）
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
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４ 

〈
皿
）

カ
ン
ト
が
「
私
法
」
で
占
有
の
対
象
と
し
て
扱
う
外
的
な
私
の
も
の
・
君
の
も
の
は
次
の
一
一
一
つ
で
あ
る
（
ご
ｍ
一
・
ぐ
『
ｂ
さ
。
（
｜
）
私
の

外
に
あ
る
（
有
体
的
）
物
件
。
（
二
）
特
定
の
行
い
（
「
給
付
〔
ロ
『
色
の
旨
二
・
〕
」
）
に
関
わ
る
他
人
の
選
択
意
志
。
（
一
一
一
）
私
と
の
関
係
に
お

空
間
的
・
時
間
的
規
定
を
受
け
な
い
占
有
の
対
象
と
し
て
の
外
的
対
象
は
物
自
体
と
し
て
の
対
象
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
対
象
に

か
か
わ
る
選
択
意
志
の
自
由
は
定
言
命
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
観
点
を
使
い
分
け
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
外
的
な
も
の
の
占
有
も
ま
た

「
感
性
的
占
有
」
（
く
］
・
凹
念
）
と
「
叡
智
的
占
有
」
（
一
宮
ロ
・
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
感
性
的
占
有
と
は
「
物
理
的
占
有
」

（
一
目
・
）
で
あ
り
、
叡
智
的
占
有
と
は
「
純
粋
に
法
的
な
占
有
」
（
ロ
・
Ｐ
回
冒
・
房
『
国
③
の
百
一
ヶ
ご
・
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
た
、

「
経
験
的
占
有
」
（
一
目
・
）
と
「
理
性
的
占
有
」
（
ご
・
・
）
と
い
う
概
念
対
で
も
表
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
叡
智
的
占
有
は
、

空
間
的
・
時
間
的
な
規
定
の
も
と
に
も
あ
る
法
的
な
占
有
と
区
別
さ
れ
て
、
純
粋
に
法
的
な
占
有
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
私
法
論
で
は
こ
の

よ
う
な
純
粋
に
法
的
な
占
有
と
し
て
の
叡
智
的
占
有
が
主
題
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
空
間
的
・
時
間
的
な
規
定
を
も
た
な
い
占
有
は
、
叡
智
的
占
有
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
叡
智
的
占
有
の
場
合
は
、

対
象
の
「
所
持
（
・
§
二
［
亘
を
伴
わ
な
い
占
有
」
（
言
．
い
き
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
を
は
ず
し
て
単
に
私
か
ら
区

別
さ
れ
る
だ
け
の
外
的
な
私
の
も
の
（
物
自
体
）
が
叡
智
的
占
有
の
対
象
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
空
間
的
・
時
間
的
規
定

を
は
ず
し
た
叡
智
界
の
観
点
（
物
自
体
の
観
点
）
が
可
能
で
あ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
観
点
に
よ
る
外
的
な
私
の
も
の
が
占
有
の
対
象
と
な

り
う
る
。
で
は
、
叡
智
界
の
観
点
に
お
い
て
空
間
的
・
時
間
的
規
定
な
し
に
占
有
の
対
象
と
な
る
外
的
な
も
の
と
は
何
で
あ
り
（
第
三
節
）
、

、
、
、
、
、
、
、

一
）
の
よ
う
な
意
味
で
の
外
的
な
私
の
も
の
〈
法
的
な
私
の
も
の
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
（
第
四
節
）
。

三
、
外
的
な
私
の
も
の
と
君
の
も
の
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５定言命法によるカントの私法論
け
る
他
人
の
状
態
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
者
に
お
い
て
、
外
的
な
私
の
も
の
が
叡
智
的
占
有
の
対
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
以
下
で
カ

ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
順
次
確
認
す
る
。

、
、
、

（
｜
）
所
持
し
て
い
る
リ
ン
ゴ
を
奪
い
取
る
者
は
「
も
ち
ろ
ん
内
的
な
私
の
も
の
（
自
由
）
に
関
し
て
私
を
侵
害
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

、
、
、

か
し
、
も
し
私
が
所
持
せ
ず
と
も
対
象
を
占
有
し
て
い
る
と
主
張
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
、
外
的
な
私
の
も
の
ま
で
も
侵
害
す
る
｝
」
と
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
（
昌
藝
Ｒ
巴
。
、
、
、

考
察
ｌ
ｌ
こ
こ
で
登
場
す
る
「
内
的
な
私
の
も
の
（
自
由
）
」
と
し
て
の
自
由
と
は
ど
の
よ
う
な
自
由
か
。
こ
｝
」
で
は
時
間
・
空
間
的

制
約
の
も
と
で
の
経
験
的
占
有
（
リ
ン
ゴ
の
所
持
）
に
つ
い
て
の
自
由
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
自
由
は
空
間
的
・
時
間
的

規
定
に
よ
ら
な
い
意
志
の
自
律
に
よ
る
自
由
で
は
な
く
て
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
経
験
的
・
心
理
学
的
な
自
由

（
烟
）

（
Ｍ
）
 

で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
ま
た
、
私
自
身
の
身
体
を
占
有
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
私
の
外
的
自
由
」
（
く
届
の
全
で
も
あ
る
。

、
、
、

次
に
、
》
」
こ
で
登
場
す
る
「
外
的
な
私
の
も
の
」
は
、
ど
う
い
う
観
点
で
私
の
も
の
か
。
こ
の
も
の
が
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
私
が
所
持

せ
ず
と
も
占
有
し
て
い
る
と
主
張
し
う
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
外
的
な
も
の
は
叡
智
的
な
観
点
で
私
の
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
観
点
で
私
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
私
が
所
持
し
て
い
な
い
リ
ン
ゴ
に
つ
い
て
占
有
を
主
張
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
「
他
人
の
選
択
意
志
に
よ
る
或
る
も
の
の
給
付
」
を
私
の
も
の
と
呼
べ
る
の
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
た
と
え
給
付
の
時
期
は

ま
だ
後
で
あ
る
と
し
て
も
、
（
こ
の
給
付
を
す
る
よ
う
に
他
人
を
規
定
す
る
）
他
人
の
選
択
意
志
を
占
有
し
て
い
る
」
（
負
瞳
函
）
場
合
だ

（
旧
）

け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
他
人
の
約
束
が
「
能
動
的
債
務
（
○
す
一
一
ｍ
目
◎
餌
・
［
一
旦
」
（
一
目
・
）
と
し
て
財
産
に
属
す
る
。
こ
の
債
務
へ
と

他
人
の
選
択
意
志
を
拘
束
し
て
い
る
の
は
「
要
物
契
約
（
ｇ
ｏ
［
旨
『
①
曰
百
日
）
」
と
し
て
の
約
束
で
あ
る
。

考
察
Ｉ
－
こ
の
場
合
の
外
的
な
私
の
も
の
と
し
て
の
他
人
の
選
択
意
志
は
経
験
的
で
は
な
く
て
叡
智
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場

合
に
は
、
給
付
が
な
さ
れ
る
時
期
が
約
束
と
同
時
で
は
な
く
約
束
よ
り
後
で
あ
ろ
う
と
も
、
約
束
を
果
た
す
よ
う
他
人
の
選
択
意
志
を
拘

束
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
他
人
の
選
択
意
志
を
私
が
占
有
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
、
約
束
の
も
の
を
同
時
に
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６
現
に
占
有
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
て
、
給
付
が
後
に
な
る
場
合
に
も
、
「
時
間
的
条
件
に
制
約
さ
れ
た
経
験
的
占
有
か
ら
独
立
」
（
一
目
・
）

に
、
そ
の
給
付
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
す
で
に
占
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
給
付
と
い
う
時
間
的
制
約
を

超
え
て
成
り
立
つ
か
ら
、
叡
智
的
占
有
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
占
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
給
付
を
行
う
選
択
意
志
は
空
間

的
・
時
間
的
な
制
約
が
な
い
叡
智
的
な
意
味
で
（
物
自
体
と
し
て
）
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
約
束
を
私
が
受
諾
し
た
場
合
に
、
約
束
し
た
者
が
「
こ
の
物
権
は
君
の
も
の
だ
」
と
言
っ
た
の
に
、
そ

の
後
に
（
時
間
が
経
ち
状
況
が
変
わ
っ
た
の
で
）
同
一
物
件
に
つ
い
て
「
こ
の
物
件
は
君
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
し
て
ほ
し
い
」
と
一
方

的
に
言
う
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
約
束
の
も
の
に
関
す
る
私
の
占
有
が
廃
棄
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
（
く
、
｝
・
巴
全
。

（
三
）
「
妻
、
子
、
奉
公
人
そ
し
て
一
般
に
他
の
人
格
」
（
旨
二
・
）
を
私
の
も
の
と
呼
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。
カ
ン
ト
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で

は
、
「
た
と
え
彼
ら
が
強
制
か
ら
逃
れ
て
し
ま
い
私
が
彼
ら
を
（
経
験
的
に
）
占
有
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
が
ど
こ

か
で
、
い
つ
で
あ
れ
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
私
は
彼
ら
を
私
の
単
な
る
意
志
だ
け
に
よ
っ
て
占
有
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
純
粋
に

法
的
に
占
有
し
て
い
る
と
主
張
し
う
る
」
（
ご
己
．
）
か
ら
で
あ
る
。

考
察
－
ｌ
こ
こ
で
外
的
な
私
の
も
の
と
は
一
般
に
「
他
の
人
格
」
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
外
的
な
私
の
も
の
は
、
私
の
家
に
属
す
も
の

と
し
て
私
に
命
令
さ
れ
る
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
囲
い
込
ん
で
私
の
力
ず
く
で
支
配
し
占
有
さ
れ
る
か
ら
私
の
も
の
だ
、
と
な
る
の
で
は

な
い
の
か
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ
の
「
他
の
人
格
」
を
、
経
験
的
な
占
有
の
対
象
で
は
な
く
て
、
「
純
粋
に
法
的
」
（
三
．
色
‐
§
言
一
一
・
．
）

な
占
有
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
対
象
は
経
験
的
意
味
で
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
叡
智
的
意
味
で
外
的
な
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
外
的
な
私
の
も
の
が
経
験
的
に
考
え
ら
れ
る
と
、
こ
の
も
の
が
空
間
的
・
時
間
的
な
観
点
か
ら
見
て
私
の
強
制
力
か

ら
逃
れ
る
と
私
の
も
の
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
以
上
三
つ
の
外
的
な
私
の
も
の
は
叡
智
的
占
有
の
対
象
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
私
法
論
で
占
有
の

対
象
と
し
て
外
的
な
も
の
と
い
う
と
き
、
空
間
的
・
時
間
的
で
は
な
い
意
味
で
外
的
な
も
の
で
あ
る
（
橋
一
・
口
台
［
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
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７定言命法によるカントの私法論
で
考
察
し
た
三
つ
の
外
的
な
私
の
も
の
・
君
の
も
の
が
叡
智
的
占
有
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

対
象
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
「
物
自
体
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（
ぐ
、
一
・
く
旨
乞
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
物
自
体
は
理
論
的
認
識
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
法
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ト

が
考
察
し
て
い
る
法
と
い
う
の
は
「
自
由
の
法
則
に
従
う
選
択
意
志
」
と
い
う
「
純
粋
な
実
践
的
理
性
概
念
」
で
あ
る
（
く
函
一
・
昌
凹
ら
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
自
由
の
法
則
」
と
い
う
場
合
の
自
由
の
概
念
は
、
先
ほ
ど
「
内
的
な
私
の
も
の
」
と
さ
れ
た
経
験
的
・
心
理
学
的
自
由
概

念
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
自
由
の
法
則
に
従
う
選
択
意
志
に
基
づ
く
占
有
の
対
象
は
、
空
間
的
・
時
間
的
規

定
を
持
た
な
い
の
で
、
意
志
も
ま
た
経
験
的
に
規
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
経
験
的
な
根
拠
に
よ
る
の
で
は
な
い
意
志
規

定
は
意
志
の
自
律
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
自
由
の
法
則
は
意
志
の
自
律
を
可
能
に
す
る
定
言
命
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
こ
う
し
た
自
由
の
法
則
に
従
う
選
択
意
志
を
理
念
と
す
る
叡
智
的
占
有
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
根
拠
は
定
言
命
法
で
あ
る
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
叡
智
的
占
有
の
演
縄
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
次
に
考
察
す
る
。

カ
ン
ト
は
「
私
法
」
の
第
六
節
を
「
外
的
対
象
の
純
粋
に
法
的
な
占
有
（
本
体
的
占
有
）
の
概
念
の
演
鐸
」
と
い
う
表
題
の
も
と
で
次

の
よ
う
な
一
一
一
つ
の
問
い
に
つ
い
て
語
る
こ
と
か
ら
始
め
る
（
ぐ
、
一
・
三
・
塁
二
。

二
）
ど
の
よ
う
に
し
て
外
的
な
私
の
も
の
・
君
の
も
の
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

（
二
）
ど
の
よ
う
に
し
て
純
粋
に
法
的
な
（
叡
智
的
な
）
占
有
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

（
三
）
ど
の
よ
う
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
法
命
題
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
問
い
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
（
｜
）
の
問
い
は
（
一
一
）
の
問
い
に
還
元
さ
れ
、
〈
二
）
の
問
い
は

四
、
叡
智
的
占
有
の
演
緯
と
定
言
命
法
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８ 

と
こ
ろ
で
こ
の
法
の
公
理
は
、
「
君
の
選
択
意
志
の
自
由
な
行
使
が
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
誰
の
自
由
と
も
両
立
し
う
る
よ
う
に
、
外

的
に
行
為
せ
よ
」
（
三
》
巳
」
）
と
、
「
法
論
へ
の
序
論
」
の
Ｃ
節
で
定
式
化
さ
れ
る
法
の
普
遍
的
法
則
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
法
則
は

「
行
為
が
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
の
格
律
か
ら
見
た
各
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
、
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立

し
う
る
よ
う
な
行
為
は
す
べ
て
正
し
い
」
（
旨
・
目
ｅ
と
い
う
「
法
の
普
遍
的
原
理
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
経
験
に
お
け

「
法
の
公
理
」
が
登
場
す
る
の
は
、
「
経
験
的
占
有
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
命
題
は
分
析
的
で
あ
る
」
（
三
・
塁
虜
）
こ
と
の
理
由

を
説
明
す
る
中
で
の
こ
と
で
あ
る
（
ぐ
、
一
・
く
『
．
＆
。
）
。
こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
経
験
的
占
有
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
命
題
は
経
験

的
占
有
か
ら
「
矛
盾
律
」
に
従
っ
て
帰
結
す
る
こ
と
し
か
語
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
分
析
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
私
が
リ
ン
ゴ

の
所
持
者
（
リ
ン
ゴ
と
物
理
的
に
結
合
し
て
い
る
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
意
に
反
し
て
私
の
手
か
ら
リ
ン
ゴ
を
奪
い
取
る
者
は
、
「
内

的
な
私
の
も
の
（
自
由
と
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
こ
れ
を
侵
害
し
、
ま
さ
に
そ
の
者
の
格
律
に
お
い
て
「
法
の
公
理
」
に
正
面
か
ら
衝
突

（
焔
）

す
る
こ
と
に
な
る
。

あ
っ
た
。
こ
（

節
で
は
「
定
一
一

理
と
は
何
か
。

（
一
一
一
）
の
問
い
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
（
揖
一
・
旨
・
・
）
。
（
一
）
の
問
い
が
（
一
一
）
の
問
い
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
外
的
な
私
の
も
の
・
君
の
も
の
は
空
間
的
・
時
間
的
制
約
を
取
り
払
っ
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
私
の
も
の
・
君
の
も
の
は
純
粋
に
法
的
な
叡
智
的
占
有
の
対
象
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
占
有
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能

か
、
と
い
う
〈
二
）
の
占
有
の
可
能
性
へ
の
問
い
に
答
え
れ
ば
（
こ
の
対
象
の
可
能
性
へ
の
問
い
に
も
答
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
（
一
一
）
の
問
い
が
（
三
）
の
問
い
へ
と
還
元
さ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
か
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
前
節
の
最
後
に
見
た
よ
う
に
、
自
由
の
法
則
に
従
う
選
択
意
志
を
理
念
と
す
る
の
が
叡
智
的
占
有
で

あ
っ
た
。
こ
の
自
由
の
法
則
は
前
節
で
定
言
命
法
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
叡
智
的
占
有
の
演
鐸
が
テ
ー
マ
と
な
る
「
私
法
」
第
六

節
で
は
「
定
言
命
法
」
（
言
直
呂
）
が
確
か
に
登
場
す
る
が
、
「
法
の
公
理
」
（
く
一
・
Ⅸ
ｅ
も
ま
た
登
場
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
法
の
公
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９定言命法によるカントの私法論
る
個
々
の
行
為
そ
の
も
の
が
、
ま
た
は
経
験
的
・
心
理
学
的
な
意
味
で
の
選
択
意
志
の
自
由
が
普
遍
的
法
則
（
前
段
落
中
の
矛
盾
律
）
に

従
っ
て
両
立
す
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
述
べ
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
、
先
の
リ
ン
ゴ
の
例
で
使
わ
れ
た
「
経
験
的
占
有
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
法
命
題
」
や
「
法
の
公
理
」
と
理
解
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
が
私
の
も
の
を
叡
智
的
に
占
有
し
て
い
る
、
と
い
う
命
題
は
、
経
験
的
占
有
の
概
念
を
超
え
出
て
拡
大
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
る
（
量
，
く
｛
・
ロ
己
。
し
か
も
こ
の
場
合
に
は
、
私
は
私
の
も
の
を
所
持
せ
ず
と
も
そ
の
も
の
を

占
有
し
て
い
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
綜
合
的
で
あ
る
（
く
、
一
・
一
目
・
）
。
つ
ま
り
、
叡
智
的
占
有
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
は
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
総
合
的
法
命
題
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
私
と
私
の
も
の
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
綜
合
的
に
結
び
つ
く
と

い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
先
の
（
三
）
の
問
題
に
行
き
着
く
。

そ
れ
で
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
法
命
題
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｃ
節
で
の
法
の
普
遍

的
法
則
や
普
遍
的
法
原
理
は
叡
智
的
占
有
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
経
験
的
占
有
で
は
な
く
て
叡
智
的
占

有
の
ほ
う
が
カ
ン
ト
の
「
法
論
」
で
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
節
の
法
則
や
原
理
は
叡
智
的
占
有
の
場
合
に
妥
当
す
る
と
考
え
る

の
は
自
然
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
叡
智
的
占
有
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
則
や
原
理
が
普
遍
的
法
則
に
従
う
よ
う
に
命
ず
る
こ
の
普

遍
的
法
則
は
何
か
。
こ
れ
は
定
言
命
法
で
は
な
い
の
か
。
定
言
命
法
は
純
粋
実
践
理
性
の
立
法
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
綜
合
的
な
命
題
で

あ
る
か
ら
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
の
な
い
叡
智
的
占
有
の
場
合
に
す
べ
て
の
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
両
立
し
う
る
た
め
に
相
応
し
い

あ
る
か
ら
、
元
話

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
叡
智
的
占
有
の
場
合
に
は
、
先
の
法
の
普
遍
的
法
則
や
法
の
普
遍
的
原
理
で
各
人
が
従
う
べ
き
だ
と
さ
れ
る
普
遍
的
法
則
は

定
言
命
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
綜
合
的
な
定
言
命
法
に
従
う
各
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
法
的
に
調
和
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
Ｃ
節
の
法
則
や
原
理
は
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
法
論
」
で
は
、
定
言
命
法
を
基
礎
と
す
る
選
択
意
志

、

の
自
由
の
調
和
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
法
命
題
が
成
り
立
ち
、
私
と
私
の
も
の
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
綜
合
的
に
結
び
つ
き
う
る
。
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10 
（
〃
）

す
る
と
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
ヘ
ロ
的
法
命
題
の
可
能
性
の
根
拠
は
定
一
一
一
百
命
法
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
法
命
題
の
可
能
性
の
根
拠
へ
の
問
い
は
叡
智
的
占
有
の
可
能
性
の
根
拠
へ
の
問
い
で
あ
り
、
こ
れ〈
肥
〉

に
答
え
る
の
が
こ
こ
で
の
演
鐸
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
演
鐸
の
鍵
と
な
る
の
は
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
（
旨
・
量
。
＆
ロ
）
で
あ
る
。

こ
れ
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
第
二
節
と
第
六
節
と
で
登
場
す
る
実
践
理
性
の
法
的
要
請
を
次
に
列
挙
す
る
。

（
ａ
）
「
私
の
選
択
意
志
の
ど
の
外
的
対
象
も
私
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
（
言
い
ｓ
ｏ

（
ｂ
）
「
あ
る
格
律
が
法
則
と
な
る
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
そ
の
格
律
に
従
う
と
、
選
択
意
志
の
対
象
が
そ
れ
自
体
（
客
観
的
に
）
持
ち
主

の
な
い
（
無
主
物
〔
『
の
：
目
邑
）
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
格
律
は
、
法
に
反
す
る
」
〈
一
目
・
）
。

（
ｃ
）
「
外
的
な
も
の
（
使
用
可
能
な
も
の
）
が
誰
に
と
っ
て
も
そ
の
人
の
も
の
と
な
り
う
る
よ
う
に
、
他
人
に
対
し
て
行
為
す
る
こ
と

は
、
法
的
義
務
で
あ
る
」
（
く
『
心
箇
）
。

こ
れ
ら
の
う
ち
（
ａ
）
と
（
ｃ
）
が
法
的
要
請
を
積
極
的
に
定
式
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
（
ｂ
）
は
否
定
的
に
定
式
化
し
て
い
る
。

対
人
権
や
物
権
的
対
人
権
の
対
象
に
は
、
持
ち
主
が
い
な
い
と
か
無
主
物
と
い
う
表
現
は
適
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
ｂ
）

〈
四
）

の
定
式
で
は
（
ａ
）
よ
ｈ
ｖ
狭
く
物
権
の
対
象
だ
け
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
対
人
権
の

対
象
（
給
付
へ
向
け
ら
れ
た
他
人
の
選
択
意
志
）
や
物
権
的
対
人
権
の
対
象
（
私
と
の
関
係
に
お
け
る
他
人
の
状
態
）
に
つ
い
て
も
、
カ

ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
（
一
八
八
五
年
）
第
二
章
で
の
定
言
命
法
の
い
わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
方
式
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

人
格
が
手
段
と
し
て
の
側
面
と
目
的
自
体
と
し
て
の
側
面
と
を
同
時
に
合
わ
せ
も
つ
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
（
ご
ｍ
一
・
貝
七
℃
）
。
す

る
と
、
目
的
自
体
で
あ
る
が
同
時
に
手
段
と
な
ら
な
い
よ
う
な
人
格
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
手
段
と
し
て
選
択
意
志
の
対
象
と

な
る
側
面
で
の
人
格
は
持
ち
主
が
い
な
い
無
主
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
ｂ
）
の
定
式
も
ま
た
「
私
法
」

全
体
に
妥
当
す
る
法
的
要
請
で
あ
る
。

（
汕
）

実
践
理
性
の
法
的
要
請
は
「
実
践
理
性
の
許
容
法
則
」
と
し
て
発
展
的
に
１
℃
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
私
た
ち
の
選
択
意
志
に
よ
る
特
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１１定言命法によるカントの私法論
定
対
象
の
使
用
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
最
初
に
そ
の
も
の
を
占
有
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
他
人
は
そ
の
も
の
の
使
用
を
断
念
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
拘
束
性
を
す
べ
て
の
他
人
に
課
す
権
能
」
（
旨
い
台
）
で
あ
る
。
最
初
に
占
有
さ
れ

る
ま
で
は
、
無
主
物
で
あ
る
そ
の
も
の
は
法
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
最
初
に
選
択
意
志
の
対
象
と
し
て
占
有
さ
れ
る
と
同
時

に
占
有
の
対
象
と
し
て
法
的
な
意
味
で
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
択
意
志
の
対
象
が
無
主
物
と
な
る
よ
う
な
格
律
が
法

則
に
な
る
よ
う
で
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
選
択
意
志
の
対
象
（
無
主
物
）
に
対
す
る
法
権
利
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
法
則
は
法

（
割
）

に
反
す
る
。
こ
れ
は
実
践
理
性
の
法
的
要
請
（
ｂ
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
最
初
の
占
有
に
か
か
わ
る
許
容
法
則
は
成
り
立
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
実
践
理
性
の
法
的
要
請
や
実
践
理
性
の
許
容
法
則
に
よ
る
「
直
接
的
帰
結
」
と
し
て
、
空
間
的
・

時
間
的
な
規
定
を
も
た
な
い
外
的
な
も
の
の
叡
智
的
占
有
と
い
う
「
理
性
概
念
」
（
旨
・
囲
い
）
が
演
鐸
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
演
鐸
の
背

後
に
は
も
う
一
つ
の
演
鐸
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
自
由
概
念
の
演
鐸
で
あ
り
、
自
由
概
念
に
つ
い
て
は
「
理
論
的
演
鐸
」
は
な
さ
れ
ず
、

「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
の
「
理
性
の
実
践
的
法
則
（
定
言
命
法
巨
を
手
が
か
り
と
す
る
「
推
論
」
に
よ
る
実
践
的
演
鐸
だ
け
が
可
能
で

あ
る
（
く
、
｜
と
戸
い
肚
垂
←
こ
の
演
鐸
に
つ
い
て
「
実
践
理
性
批
判
」
（
’
七
八
八
年
）
で
は
、
定
言
命
法
（
道
徳
法
則
）
が
「
純
粋
理
性
の

原
因
性
と
し
て
の
自
由
を
演
鐸
す
る
原
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
ぐ
、
一
之
・
台
【
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
言
命
法
が
根
拠
に
置
か
れ
る
選
択
意
志

の
自
由
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
を
も
た
な
い
純
粋
な
理
性
概
念
と
し
て
の
叡
智
的
占
有
が
可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
経
験
的
・
心
理
学
的
自
由
の
も
と
で
は
経
験
的
・
物
理
的
占
有
し
か
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
定
言

命
法
に
帰
着
す
る
演
鐸
は
法
論
が
批
判
哲
学
に
属
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
法
的
実
践
理
性
の
一
一
律
背
反
が
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
（
く
、
一
・
く
】
ｂ
研
）
。

、
、
、
、
、

定
立
ｌ
「
た
と
え
私
が
そ
れ
を
占
有
し
て
い
な
く
て
も
、
外
的
…
の
を
私
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
．

、
、
、
、
、
、

反
定
立
ｌ
「
私
が
そ
れ
を
占
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
外
的
な
も
の
を
私
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
．

こ
の
法
的
実
践
理
性
の
二
律
背
反
で
の
両
命
題
は
、
同
じ
条
件
の
も
と
で
反
対
の
帰
結
を
導
き
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
や
叡
智
的
占

Hosei University Repository



1２ 

最
初
に
提
示
し
た
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
式
に
基
づ
く
三
つ
の
法
則
「
〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則
」
、
「
外
的
正
し
さ
の
法
則
」
、
「
正
義
の

法
則
」
は
「
私
法
」
第
一
章
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
則
は
こ
れ
ま
で
の
叡

智
的
占
有
の
演
鐸
に
か
か
わ
る
議
論
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
「
私
法
」
第
一
章
第
八
節

と
第
九
節
の
な
か
に
以
下
の
よ
う
に
解
決
の
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
「
〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
の
本
質
は
「
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
の
価
値
を
一
個
の
人
間
の
価
値
と

し
て
主
張
す
る
」
（
旨
・
巴
ｇ
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
法
則
は
定
言
命
法
の
い
わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
方
式
に
含
ま
れ
る
命
令
の

か
た
ち
で
「
他
人
に
対
し
て
君
を
単
な
る
手
段
と
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
同
時
に
目
的
で
も
あ
れ
」
（
ご
己
．
）
と
命
ず
る
。
こ

の
命
令
に
従
う
「
私
法
」
に
お
け
る
行
為
は
「
外
的
な
も
の
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
と
宣
言
す
る
」
（
ぐ
』
も
出
）
行
為
で
あ

る
。
こ
の
「
宣
言
」
が
成
り
立
つ
の
は
、
「
実
践
理
性
の
〔
法
的
〕
要
請
に
よ
れ
ば
、
誰
に
で
も
、
自
分
の
選
択
意
志
の
外
的
対
象
を
自

有
が
演
鐸
さ
れ
て
経
験
的
占
有
と
並
ん
で
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
二
律
背
反
に
お
け
る
両
命
題
は
と
も
に
真
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
定
立
命
題
で
は
、
占
有
と
い
う
語
を
現
象
に
か
か
わ
る
経
験
的
占
有
と
理
解
し
て
主
張
が
な
さ
れ
て

い
て
真
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
反
定
立
命
題
で
は
、
占
有
と
い
う
語
を
物
自
体
に
か
か
わ
る
叡
智
的
占
有
と
理
解
し
て
主
張
が
な
さ
れ

て
い
て
真
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
占
有
と
い
う
語
に
つ
い
て
叡
智
的
占
有
と
経
験
的
占
有
と
の
区
別
を
適
用
す
れ
ば
、
法
的

実
践
理
性
の
二
律
背
反
が
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
解
決
は
叡
智
的
占
有
の
演
鐸
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
法
的
Ｉ
実
践
理
性

の
批
判
」
（
言
ｂ
茎
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
自
分
の
私
法
論
が
理
性
批
判
の
哲
学

に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。

五
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
式
と
普
遍
的
意
志
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１３定言命法によるカントの私法論

三
番
目
に
「
正
義
の
法
則
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
「
（
も
し
君
が
交
際
を
避
け
ら
れ
な
い
の
な
ら
ば
）
各
人
に
各
人
の
も
の
が
確
保
さ

れ
う
る
よ
う
な
社
会
へ
、
他
人
と
と
も
に
入
れ
（
各
人
に
各
人
の
も
の
を
認
め
よ
〔
、
目
ョ
呂
昌
の
ａ
冒
旦
）
」
（
三
・
巳
己
と
命
ず
る
。
こ

れ
は
私
法
に
お
け
る
行
為
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
「
外
的
対
象
を
自
分
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
が
法
的
に
可
能
で
あ
る

べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
主
体
に
は
、
自
分
と
の
あ
い
だ
に
当
の
客
体
を
め
ぐ
っ
て
私
の
も
の
・
君
の
も
の
に
関
す
る
争
い
が
生
ず
る
あ
ら
ゆ

る
他
人
に
対
し
て
、
自
分
と
と
も
に
一
つ
の
市
民
的
体
制
に
入
る
よ
う
に
強
要
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
く
】
ｂ
獣
）

と
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
権
利
が
可
能
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
た
ち
と
何
ら
か
の
仕
方
で
交
渉
を
も
ち
う
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
強

要
し
て
、
こ
の
私
の
も
の
・
君
の
も
の
が
確
保
さ
れ
る
体
制
に
私
た
ち
と
一
緒
に
入
る
よ
う
に
さ
せ
る
権
利
」
（
く
目
・
田
ｅ
で
あ
る
。

分
の
も
の
と
し
て
も
つ
能
力
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
所
持
は
、
先
行
す
る
意
志
の
行
為
に
よ
り
こ
の
要
請
に
基
づ

い
て
適
法
性
を
も
つ
状
態
で
あ
る
」
（
く
｝
・
呂
己
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
「
占
有
し
て
い
る
者
は
幸
い
な
る
か
な
」
（
ご
己
．
）
と
い
う

定
式
の
本
質
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
説
明
か
ら
み
て
、
「
私
法
」
で
定
言
命
法
に
よ
っ
て
他
人
に
対
し
て
「
自
分
の
価
値

を
一
個
の
人
間
の
価
値
と
し
て
主
張
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
践
理
性
の
法
的
要
請
に
よ
る
「
宣
言
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
外
的
正
し
さ
の
法
則
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
「
誰
に
対
し
て
も
不
法
を
な
す
な
（
誰
を
も
害
す
る
な
〔
。
①
ョ
冒
圓
一
馬
量
）
」

（
三
・
巳
ｇ
と
命
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
命
令
に
従
う
こ
と
は
「
〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則
」
に
従
う
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
段
落
の
「
宣
言
」
と
同
時
に
「
こ
の
宣
言
に
見
合
う
形
で
外
的
な
他
人
の
も
の
を
自
分
の
ほ
う
で
も
同
様
に
断
念

す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
承
認
」
（
く
】
・
囲
い
）
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
断

念
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
他
人
を
自
分
と
同
様
に
目
的
自
体
と
し
て
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、

第
一
の
法
則
と
同
様
に
第
二
の
法
則
も
ま
た
定
言
命
法
の
い
わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
方
式
「
君
は
君
の
人
格
な
ら
び
に
す
べ
て
の
他
人
の
人

格
に
お
け
る
人
間
性
を
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
扱
い
、
た
ん
に
手
段
と
し
て
だ
け
で
扱
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
（
二
・
台
＄

に
基
づ
く
と
理
解
で
き
る
。
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１４ 
こ
れ
ら
の
三
法
則
に
従
う
法
義
務
は
そ
れ
ぞ
れ
「
内
的
義
務
」
、
「
外
的
義
務
」
、
「
内
的
義
務
の
原
理
か
ら
包
摂
に
よ
っ
て
外
的
義
務
を

導
出
す
る
義
務
」
に
分
け
ら
れ
た
（
く
、
一
・
言
・
巳
『
）
。
内
的
義
務
に
よ
り
各
人
は
「
一
個
の
人
間
の
価
値
と
し
て
自
分
の
価
値
を
主
張
す

る
」
（
く
］
・
ｕ
ｓ
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
お
互
い
の
自
己
主
張
が
外
的
義
務
に
反
す
る
場
合
に
、
第
三
の
義
務
は
「
包
摂
」
に
よ
っ
て

外
的
義
務
を
導
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
第
三
の
義
務
に
出
て
く
る
「
包
摂
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
包
摂
に
お
い
て

は
何
が
何
を
包
摂
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
包
摂
す
る
主
体
は
第
三
の
義
務
を
命
ず
る
主
体
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
方
的
な
意
志
で
は
な
い
、

「
あ
ら
ゆ
る
他
人
を
拘
束
す
る
よ
う
な
意
志
、
し
た
が
っ
て
集
合
的
・
普
遍
的
（
共
同
的
）
で
威
力
を
も
っ
た
意
志
」
（
負
い
己
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
正
義
の
法
則
」
は
「
共
同
的
意
志
の
法
則
」
（
く
】
ｈ
田
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
共
同
的
意
志
は
何
を
包
摂
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
内
的
義
務
に
お
い
て
意
欲
に
従
っ
て
各
人
が
「
宣
言
」
す
る
と
き
の
一
方
的
意
志
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
市
民

体
制
を
成
り
立
た
せ
る
共
同
的
意
志
の
な
か
に
一
方
的
意
志
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
方
的
意
志
ど
う
し
が
お
互
い
に
不
法
に
よ
る

害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
外
的
義
務
を
導
く
の
が
第
三
の
義
務
で
あ
る
。

こ
う
し
た
第
三
の
義
務
に
お
け
る
共
同
的
意
志
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
の
は
や
は
り
「
人
倫
の
形

而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
に
お
け
る
定
言
命
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
定
言
命
法
を
立
法
す
る
意
志
は
「
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
と
し
て

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
」
（
三
・
金
一
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
は
「
目
的
の
国
」
と
い
う
理

念
を
可
能
に
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
国
で
は
理
性
的
存
在
者
は
「
自
分
自
身
な
ら
び
に
他
の
い
っ
さ
い
の
理
性
的
存
在
者
を
単

に
手
段
と
し
て
扱
う
べ
き
で
な
く
、
常
に
同
時
に
目
的
自
体
と
し
て
も
扱
う
べ
き
で
あ
る
」
（
二
．
合
い
）
と
い
う
法
則
（
定
言
命
法
の
い

わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
方
式
）
に
服
従
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
「
私
法
」
に
お
い
て
も
こ
の
定
言
命
法
は
法
の
内
的
義

務
と
外
的
義
務
の
両
者
を
基
礎
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
法
の
内
的
義
務
に
現
れ
る
一
方
的
意
志
を
、
定
言
命
法
を
立
法
す
る

普
遍
的
意
志
が
共
同
的
意
志
と
し
て
威
力
を
も
っ
て
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
法
の
外
的
義
務
が
導
出
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
叡
智
的
占
有
の
演
鐸
は
こ
れ
ら
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
式
に
よ
る
法
義
務
の
区
分
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
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１５定言命法によるカントの私法論
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
の
内
的
義
務
に
お
け
る
「
宣
言
」
は
実
は
先
に
見
た
よ
う
に
実
践
理
性
の
法
的
要
請
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る

（
ご
ｍ
一
・
く
』
ゐ
ご
。
し
か
も
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
実
践
理
性
の
法
的
要
請
こ
そ
が
叡
智
的
占
有
の
可
能
性
の
直
接
的
根
拠
で
あ
っ
た
。

す
る
と
私
法
論
に
お
け
る
法
の
内
的
義
務
は
、
実
践
理
性
の
法
的
要
請
に
よ
り
叡
智
的
占
有
を
行
う
べ
し
、
と
表
現
さ
れ
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
践
理
性
の
法
的
要
請
に
必
要
な
選
択
意
志
の
自
由
も
ま
た
定
言
命
法
に
よ
る
演
鐸
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
言

命
法
は
叡
智
的
占
有
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
二
通
り
の
仕
方
で
登
場
す
る
。
第
一
に
は
、
選
択
意
志
の
自
由
と
そ
の
調
和
と
の
根
拠
と

し
て
、
第
二
に
は
、
法
の
内
的
義
務
に
お
け
る
「
宣
言
」
の
原
理
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
場
合
に
は
、
定
言
命
法
の
も
と
で
の

選
択
意
志
の
自
由
が
あ
る
か
ら
、
実
践
理
性
の
法
的
要
請
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
第
二
の
場
合
に
は
、
こ
の
実
践
理
性
の
法
的
要
請
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
が
、
定
言
命
法
の
い
わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
法
式
を
原
理
と
す
る
法
の
内
的
義
務
に
お
け
る
「
宣
言
」
で
あ
る
。

こ
の
「
宣
言
」
に
よ
っ
て
叡
智
的
占
有
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
の
占
有
は
「
私
法
」
に
お
け
る
物
権
や
対
人
権
、
物
権
的
対
人
権
と

し
て
普
遍
的
・
共
同
的
意
志
の
も
と
で
「
承
認
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
よ
り
、
カ
ン
ト
の
私
法
論
の
基
礎
に
は
定
言
命
法
や
定
言
命
法
を
立
法
す
る
普
遍
的
意
志
が
あ
る
。
す
る
と
、
定
言
命
怯
は

「
理
性
の
事
実
」
（
く
》
巴
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
私
法
論
は
理
性
的
法
則
を
主
と
す
る
合
理
論
的
な
自
然
法
思
想
に
属

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
は
普
遍
的
・
共
同
的
意
志
に
よ
る
占
有
を
考
え
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
私
法
論
は
合
意
を
主
と

す
る
唯
名
論
的
な
自
然
法
思
想
に
も
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
独
自
の
「
法
的
ｌ
実
践
理
性
の
批
判
」

に
よ
り
、
純
粋
に
理
性
的
な
普
遍
的
意
志
の
立
法
（
定
言
命
法
）
の
も
と
で
、
選
択
意
志
の
自
由
の
調
和
に
お
け
る
「
宣
言
」
の
相
互

（
麹
）

「
承
認
」
に
よ
る
叡
智
的
占
有
を
考
え
る
。
こ
れ
は
個
々
の
経
験
的
対
象
に
定
位
せ
ず
、
元
エ
間
的
・
時
間
的
な
制
約
を
取
り
払
っ
た
観
点

で
の
外
的
対
象
の
占
有
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
い
わ
ば
批
判
的
私
法
論
は
、
複
製
品
生
産
労
働
の
横
行
す
る
現
代
に
お
い

て
、
知
的
財
産
権
保
護
の
有
力
な
根
拠
を
も
与
え
う
る
と
思
わ
れ
る
。
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1６ 

註

（
１
）
ご
回
函
の
旨
ョ
倉
（
所
有
権
・
所
有
物
）
や
》
〉
国
、
ｇ
ご
己
：
。
。
［
倉
（
所
有
権
）
と
い
う
語
は
カ
ン
ト
の
「
私
法
」
で
は
も
っ
ぱ
ら
物
権
の
対
象
に
関
す
る
文

脈
で
使
わ
れ
る
（
ご
ｍ
一
・
く
『
ｐ
Ｓ
一
一
・
日
。
］
二
・
昌
一
百
・
呂
凹
》
凹
・
易
い
凸
Ｐ
Ｓ
］
忌
・
ｇ
－
尹
遣
・
吋
彊
参
一
余
』
ｇ
－
ｕ
．
〕
Ｓ
迫
Ｐ
四
ｓ
割
］
」
辺
Ｓ
一
四
・
）
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
占
有
」
Ｓ
２
ｇ
と
い
う
語
は
物
権
の
対
象
だ
け
で
な
く
、
対
人
権
、
物
権
的
対
人
権
の
対
象
に
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ク
レ
ッ
メ
（
ク
レ

メ
）
も
指
摘
し
て
い
る
。
筏
津
氏
の
た
い
へ
ん
な
労
作
に
見
る
指
摘
も
明
確
で
あ
り
、
「
占
有
Ⅱ
広
義
の
所
有
樋
概
念
」
だ
と
い
う
理
解
の
仕
方
を
筏

津
氏
は
採
ら
な
い
。
筏
津
安
恕
「
私
法
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
契
約
理
論
の
再
編
」
昭
和
堂
、
一
一
○
○
｜
年
、
一
三
八
ペ
ー
ジ
以
下
、
参
照
。

ぐ
巴
・
罵
旨
⑥
『
「
・
酉
①
ヨ
ョ
。
．
□
路
ｇ
ｇ
ｍ
⑩
９
日
の
幻
円
宮
已
の
『
。
§
四
『
。
，
口
』
ョ
】
目
：
二
三
の
三
・
巨
己
］
瀞
ご
旨
六
目
后
幻
月
冨
一
①
月
・
冒
蓉
ミ
ミ
ミ
国
、
愚
鳥
、

エ
ミ
冨
日
畠
．
シ
昏
臼
旦
隅
員
・
胃
の
ョ
目
・
口
巳
ｇ
宍
菖
‐
【
。
。
囚
馴
ｍ
団
・
ロ
の
『
一
一
二
脚
９
－
．
⑫
．
’
田
・
晋
一
ョ
・
一
Ｐ

（
２
）
カ
ン
ト
の
「
法
論
」
は
「
自
然
法
」
（
ｚ
僅
巨
月
月
ｇ
論
で
あ
り
、
そ
の
下
位
区
分
の
「
私
法
」
（
勺
ュ
ご
昌
円
。
【
は
「
自
然
的
法
」
（
冨
己
昌
呂
⑰
勿
宛
腐
豆

を
、
「
公
法
」
（
・
罵
昌
一
一
ｏ
ゴ
研
宛
円
己
は
「
市
民
法
」
（
ず
胃
、
四
一
一
号
朋
刃
月
豆
を
論
ず
る
（
く
、
｜
・
ご
伺
台
）
。

（
３
）
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
式
の
カ
ン
ト
に
よ
る
解
釈
と
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
の
結
び
つ
き
に
よ
り
、
定
言
命
法
の
も
と
で
国
家
設
立
が
考
え
ら
れ
る
。

拙
論
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
国
家
股
立
と
法
概
念
」
「
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
二
号
、
一
九
九
七
年
、
一
○
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（
４
）
ご
○
⑰
⑫
①
一
一
門
冨
冒
は
従
来
「
社
会
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
の
第
二
の
義
務
は
法
社
会
に
か
か
わ
る
義
務
で
あ
る
の
に
そ
の
社
会
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
は
矛
盾
だ
と
と
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
さ
の
な
い
「
交
際
」
と
訳
す
ほ
う
が
よ
り
良
い
と
判
断
し
た
。

（
５
）
彰
目
的
一
①
［
Ｎ
一
⑰
『
①
灸
（
後
者
）
を
「
交
際
」
と
し
た
。
こ
れ
を
「
他
人
と
の
結
合
」
と
す
る
グ
レ
ガ
ー
の
英
訳
も
あ
る
（
、
［
・
旨
ョ
自
具
⑰
一
六
目
【
・
『
冨

三
①
圖
己
ご
骨
の
。
【
三
・
『
煙
一
“
割
一
員
ゴ
】
。
ｇ
ョ
目
。
、
①
囚
冨
。
：
『
＆
①
三
・
『
天
鋺
・
ロ
ョ
ョ
目
巨
ｏ
｜
【
目
【
．
、
負
号
。
｛
、
ご
一
目
号
ご
・
官
目
⑫
｝
具
且
目
。
§
《
ｇ
ご
三
色
こ
］
・

○
３
ｍ
。
『
・
』
８
９
℃
．
】
召
・
）
。
他
に
は
「
不
法
」
と
す
る
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ー
の
英
訳
も
あ
る
（
、
二
ヨ
ョ
自
扁
一
六
目
一
・
型
、
聖
号
旨
コ
ミ
ミ
昏
昌
・
ｑ
ｇ
ｍ
｝
具
８
９

毛
．
雷
§
。
・
巴
三
目
『
晋
・
屋
雪
・
ロ
豊
・
）
。
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ー
は
第
一
の
義
務
に
対
す
る
第
二
の
義
務
を
後
者
と
考
え
て
、
も
し
不
法
を
避
け
ら
れ
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
避
け
ら
れ
な
い
不
法
を
避
け
る
た
め
に
他
人
と
と
も
に
社
会
に
入
れ
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
来
避
け
ら
れ
な
い
も
の

を
避
け
る
よ
う
に
命
ず
ろ
の
で
は
、
矛
盾
を
き
た
す
と
考
え
、
こ
の
よ
う
に
訳
さ
な
い
。
邦
訳
で
は
最
新
の
樽
井
訳
（
岩
波
醤
店
版
「
カ
ン
ト
全
集
」

＊
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
は
慣
例
に
従
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
併
記
す
る
。

さ
ら
に
行
数
を
併
記
す
る
場
合
に
は
セ
ミ
コ
ロ
ン
の
後
に
記
す
。
引
用
文
中
の
〔
〕
内
は
訳
出
上
の
補
足
、
傍
点
は
カ
ン
ト
の
強
調
都
分
。
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１７叡智的占有とウルピアヌスの定式

（
Ⅲ
）
「
実
践
理
性
批
判
」
で
の
意
志
の
自
由
の
演
鐸
を
参
照
。
く
噸
一
・
ぐ
・
全
．

（
ｕ
）
叡
智
的
占
有
が
本
体
的
占
有
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
経
験
的
な
占
有
（
所
持
）
は
単
に
「
現
象
に
お
け
る
占
有
（
已
息
駕
望
◎
己
冨
ｇ
ｏ
ョ
①
ロ
。
。
）
」
で
あ

第
十
一
巻
、
樽
井
正
義
訳
、
二
○
○
二
年
、
五
六
ペ
ー
ジ
）
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
全
集
と
基
本
的
に
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
一
言
葉
を
変
え
て

い
る
）
。
そ
の
他
、
加
藤
・
一
二
島
訳
（
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
「
法
論
」
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
、
野
田
又
夫
編
「
カ
ン
ト
」
中
央
公
論
社
、
一
九
七

二
年
、
所
収
、
一
一
一
六
一
一
ペ
ー
ジ
）
や
吉
鶴
訳
（
理
想
社
版
「
カ
ン
ト
全
集
」
第
十
一
巻
、
吉
澤
鱒
三
郎
、
尾
田
幸
雄
訳
、
一
九
六
九
年
、
六
四
ペ
ー

ジ
）
は
本
稿
と
同
様
に
（
訳
語
は
異
な
る
が
）
「
社
会
」
と
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
グ
レ
ガ
ー
訳
の
よ
う
に
「
他
人
と
の
結
合
」
と
訳
し
て
も
意
味

は
通
る
と
考
え
る
。
な
お
い
ち
い
ち
断
ら
な
い
が
、
上
掲
既
訳
瞥
に
は
常
に
多
大
な
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

（
６
）
ご
曰
宮
⑰
『
図
を
「
認
め
る
」
と
訳
し
た
。
こ
れ
を
「
与
え
る
」
と
訳
す
と
、
「
人
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
も
の
を
そ
の
人
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
意
味
で
、
カ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
ご
頤
一
・
く
一
ｂ
弓
。

（
７
）
ウ
ル
ピ
ァ
ヌ
ス
に
よ
る
法
義
務
の
区
分
が
直
接
応
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
物
権
に
関
し
て
土
地
の
「
根
源
的
取
得
」
と
い
う
概
念
の
究
明
を
す
る
第
二

章
第
十
六
節
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
物
権
の
根
源
的
取
得
に
限
ら
れ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
第
十
六
節
で
の
議
論
と
重
な
る
論
述
が
、
第
一
章

第
六
筋
の
五
段
落
～
九
段
落
の
な
か
に
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
六
筋
で
は
、
第
十
六
節
で
の
よ
う
に
謬
一
の
〆
冨
冒
・
夢
一
⑰
〆
】
且
二
目
《
〈
・
薯
一
①
×
旨
昌
冒
⑰
〈
《

に
直
接
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
段
落
は
第
六
節
に
入
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
前
後
と
の
脈
絡
が
不
明
な
う
え
重
複
箇
所
の
た

め
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
校
訂
版
で
は
本
文
か
ら
削
除
さ
れ
、
補
遺
に
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
く
、
一
・
冒
日
目
巨
①
一
六
貝
》
罵
貢
菖
冒
身
３
ｍ
ど
各
員
畠
己
冨
烏

鳥
、
巧
き
冒
尊
菌
・
目
、
。
ご
・
国
目
己
Ｆ
巨
鳥
出
自
目
頃
一
℃
⑭
・
・

（
８
）
「
包
摂
」
と
い
う
語
を
カ
ン
ト
が
用
い
る
理
由
に
つ
い
て
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
や
マ
リ
バ
ポ
や
ク
レ
ッ
メ
は
触
れ
な
い
が
、
ヘ
ッ
フ
エ
は
「
こ
の
困
難

な
問
題
」
の
論
究
を
す
る
。
も
っ
と
も
、
ヘ
ッ
フ
ェ
は
普
遍
的
・
共
同
的
意
志
に
ま
で
言
及
し
な
い
点
で
本
稿
と
異
な
る
。
く
、
一
．
君
Ｃ
ｌ
綺
目
、
【
：
冒
殖
・

雪
》
幕
８
旦
鳥
愚
論
忍
忌
里
一
・
卑
目
冨
員
§
三
巳
二
・
］
圏
．
⑫
．
Ｂ
｜
「
・
白
巳
冒
す
自
彊
三
島
冨
目
罰
菖
さ
富
§
国
鳥
、
冨
葺
＆
§
｝
冒
骨
冒
弄
烏
、
葛
目
・

三
目
目
頃
唖
ｇ
Ｐ
駒
・
］
』
Ｐ
ェ
・
旨
①
『
『
・
穴
一
①
ヨ
ョ
ｐ
“
・
画
・
Ｐ
勿
・
ｌ
Ｂ
６
尋
－
８
患
罵
・
【
罠
①
ｍ
ｏ
１
§
ｎ
カ
．
・
三
ｍ
】
ヨ
ロ
⑥
『
畳
ご
：
■
ｓ
ご
一
己
一
目
・
冒
已
・
『
い
①
一
貫

這
穴
冨
釘
｛
葛
、
忌
馬
『
禽
冒
冒
冒
冒
冒
昌
圓
へ
冨
骨
、
お
き
唇
，
巨
員
車
雷
鳥
冒
鳶
・
鳥
卑
目
冨
貝
吋
ｇ
一
．
由
』
団
‐
』
巴
。

（
９
）
純
粋
に
法
的
な
占
有
の
演
鐸
で
は
、
諸
家
が
論
じ
る
よ
う
に
、
特
に
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
の
理
解
が
要
と
な
る
。
ガ
イ
ャ
ー
は
こ
の
演
鐸
と

連
接
し
て
定
言
命
法
の
必
要
性
を
考
察
す
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
さ
ら
に
法
の
内
的
義
務
に
お
け
る
定
言
命
法
と
の
関
連
を
論
ず
る
。
く
、
一
命
目
一

○
巳
・
『
・
穴
自
［
威
口
且
巨
呂
・
房
・
『
（
冨
配
口
・
一
己
一
隅
・
『
国
警
［
・
一
貝
昏
ミ
》
塗
蔦
亘
島
冨
冒
ミ
ニ
昏
己
奇
‐
冒
愚
ｓ
ミ
『
扁
厚
旨
冨
》
８
－
（
＆
ご
宣
臭
『
冒
曰
・
量

ｏ
ｘ
３
ａ
・
ｇ
Ｓ
・
弓
・
圏
戸
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1８ 
る
。
く
い
一
・
言
・
量
①
．

（
皿
）
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
外
的
対
象
は
、
関
係
の
綱
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
（
１
）
実
体
、
（
２
）
原
因
性
、
（
３
）
「
自
由
の
法
則
に
基
づ
く
私
と
外

的
対
象
と
の
相
互
性
」
に
対
応
す
る
（
肩
一
・
凶
ｓ
）
。
こ
れ
は
「
実
質
（
客
体
）
」
か
ら
み
た
区
分
で
あ
り
、
「
形
式
」
か
ら
み
る
と
、
（
１
）
「
物
権

（
旨
切
『
８
－
Ｓ
」
、
（
２
）
「
対
人
梅
〔
債
権
〕
（
旨
い
ロ
⑪
扇
目
巴
Ｑ
」
、
（
３
）
「
他
人
格
を
物
件
と
し
て
〈
使
用
す
る
の
で
は
な
い
と
し
て
ｊ
ｂ
）
占
有
す
る
物
件

的
対
人
権
（
旨
い
『
①
岱
冒
①
『
己
③
園
Ｃ
目
ご
」
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
ま
た
、
「
取
得
の
梅
原
（
皀
巨
一
旦
」
か
ら
み
る
と
、
（
１
）
一
方
的
な
選
択
意
志
の
働

き
に
よ
っ
て
（
事
実
行
為
に
よ
っ
て
〔
否
。
［
＆
）
、
（
２
）
双
方
的
な
選
択
意
志
の
働
き
に
よ
っ
て
（
契
約
に
よ
っ
て
〔
ｇ
、
且
）
、
（
３
）
全
面
的
な
選

択
意
志
の
働
き
に
よ
っ
て
（
法
則
に
よ
っ
て
〔
｝
①
巳
）
外
的
な
或
る
も
の
は
取
得
さ
れ
る
と
い
う
区
分
に
な
る
（
く
、
一
・
ぐ
一
・
ｇ
ｅ
。
こ
れ
ら
は
カ
ン
ト

の
論
述
内
容
か
ら
み
て
、
物
横
怯
、
債
権
法
、
家
族
法
と
い
う
私
法
の
区
分
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
く
い
一
・
【
一
目
⑫
ｍ
【
ｏ
－
ｍ
－
ｇ
①
『
・
否
ミ
９

三
・
．
骨
冨
冨
弓
ミ
ｎ
１
Ｄ
（
且
⑮
胃
＆
白
信
一
（
内
意
＆
ミ
冒
愈
、
、
『
具
『
唇
・
言
、
房
『
冒
笥
》
切
言
目
、
目
・
ｇ
Ｓ
・
切
・
。
会

（
皿
）
「
内
的
な
私
の
も
の
（
自
由
）
」
と
い
う
概
念
は
「
私
法
」
で
も
う
一
回
登
場
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
概
念
の
用
法
で
も
同
様
の
文
脈
の
中
で
、
経

験
的
・
心
理
学
的
自
由
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ご
ｍ
一
・
昌
・
＆
ｓ
ｏ
ク
レ
ッ
メ
は
「
内
的
な
私
の
も
の
」
に
つ
い
て
身
体
と
関
係
づ
け
て
興

味
深
い
示
唆
に
富
ん
だ
論
究
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
以
下
の
点
は
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ク
レ
ッ
メ
は
、
「
す
べ
て
の
物
理
的
対
象
は
、
も

し
こ
の
対
象
が
私
の
身
体
に
抱
か
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
内
的
な
私
の
も
の
に
属
し
て
い
る
」
（
ｍ
・
－
ｓ
と
述
べ
る
と
き
、
こ
の
「
内
的
な
私
の
も
の
」

と
し
て
の
自
由
は
経
験
的
占
有
を
行
う
自
由
で
あ
る
か
ら
、
経
験
的
・
心
理
学
的
自
由
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ク
レ
ッ
メ
は
こ
の
自

由
を
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
生
得
的
権
利
」
な
い
し
「
人
間
性
の
権
利
」
と
し
て
の
自
由
と
置
き
換
え
る
（
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト

「
人
倫
の
形
而
上
学
」
の
次
の
箇
所
を
参
照
。
く
、
一
・
員
呂
ョ
「
・
）
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
困
難
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
身
体
そ
の
も

の
は
人
間
性
の
権
利
に
属
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
得
的
権
利
は
道
徳
法
則
と
同
様
に
空
間
的
側
面
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
旨
ら

と
。
こ
の
指
摘
は
、
生
得
的
権
利
は
経
験
的
・
心
理
学
的
自
由
で
は
な
く
て
実
践
的
な
意
味
で
の
超
越
論
的
自
由
（
定
一
言
命
法
に
よ
る
意
志
の
自
律
）

で
あ
る
と
い
う
ク
レ
ッ
メ
の
理
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
の
位
置
づ
け
が
こ
の
よ
う
に
難
し
く
な
る
の
は
、
ク
レ
ッ
メ

が
「
内
的
な
私
の
も
の
」
と
し
て
の
自
由
を
「
生
得
的
権
利
」
と
し
て
の
自
由
と
置
き
換
え
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
困
難
を
避
け
る
た
め

に
も
、
「
内
的
な
私
の
も
の
」
と
し
て
の
自
由
は
経
験
的
・
心
理
学
的
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
も
ク
レ
ッ
メ
と
同

様
に
「
内
的
な
私
の
も
の
」
と
し
て
の
自
由
を
「
生
得
的
権
利
」
と
し
て
の
自
由
と
考
え
て
い
る
。
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
は
カ
ン
ト
の
法
論
の

た
め
の
準
備
原
稿
を
駆
使
し
た
も
の
で
示
唆
に
富
ん
で
い
て
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
準
備
原
稿
か
ら
の
引
用
箇
所
に

は
ケ
ル
ス
テ
イ
ン
グ
の
よ
う
に
理
解
す
る
た
め
の
積
極
的
根
拠
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
、
前
後
を
含
め
て
次
に
訳
出
し
て
お
く
。
「
私
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１９叡智的占有とウルビアヌスの定式

（
巧
）
診
＆
肩
且
◎
倉
を
「
債
務
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
田
愚
「
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
」
改
訂
増
補
版
、
大
学
轡
林
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。

（
咽
〉
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
人
間
性
の
権
利
で
は
な
く
、
「
自
分
自
身
に
関
す
る
人
格
の
権
利
」
（
三
・
Ⅸ
ｅ
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
見
て
、
こ
の
権
利
は

経
験
的
な
自
己
主
張
の
権
利
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅳ
）
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
批
判
」
二
七
九
○
年
）
で
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
諸
判
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
は
「
超
越
論
哲
学

の
普
遍
的
問
題
」
〈
戸
呂
巴
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
「
法
論
」
が
超
越
論
哲
学
だ
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
る
。
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ

は
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
を
超
越
論
的
な
意
味
で
捉
え
る
。
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
「
人
格
な
い
し
は
諸
人
格
と
法
的
物
件
と
の
間
の
超
越

論
的
法
的
布
置
が
私
法
全
体
の
基
礎
と
し
て
証
示
さ
れ
る
」
（
Ｐ
二
②
。
も
っ
と
も
、
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
純
粋
に
法
的
な
占
有
を
空
間

的
・
時
間
的
な
規
定
の
も
と
に
あ
る
対
象
に
適
用
す
る
問
題
を
超
越
論
的
に
解
く
た
め
に
必
要
な
「
図
式
論
」
に
つ
い
て
準
備
原
稿
で
論
じ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
で
こ
れ
に
言
及
し
な
い
の
だ
か
ら
、
「
外
的
正
し
さ
の
観
念
論
の
超
越
論
哲
学
的
基
礎
づ
け
と
い
う
何
度
も
予
告
さ
れ
た
意

図
」
（
碗
・
肛
旦
を
カ
ン
ト
は
放
棄
し
た
と
推
理
さ
れ
る
。
く
、
一
雪
・
一
椅
目
晒
宍
§
二
二
ｍ
・
圏
・
Ｐ
⑫
。
Ⅸ
。
【
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
「
実
践
理
性
批
判
」
で

は
普
遍
的
自
然
法
則
が
範
型
と
さ
れ
て
「
自
然
法
則
一
般
の
形
式
」
（
く
・
Ｓ
Ｃ
が
い
わ
ば
図
式
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
と
同
様
、
実
践
哲
学
に

属
す
る
「
法
論
」
に
お
い
て
も
認
識
論
に
お
け
る
感
性
の
図
式
で
は
な
く
て
「
占
有
一
般
の
純
粋
悟
性
概
念
」
と
し
て
の
「
も
つ
こ
と
」
（
爵
冨
己
）

の
概
念
が
考
え
ら
れ
る
と
理
解
で
き
る
（
ご
ｍ
］
・
旨
・
思
い
）
。
く
、
｝
・
「
『
一
日
『
一
呂
六
目
－
９
ｎ
戸
□
農
［
『
自
閏
①
且
③
二
ｓ
一
〕
目
・
厨
⑥
訂
。
『
自
号
⑰
『
ｇ
－
ｓ
冨
一
曰

く
①
ョ
目
司
恵
日
電
【
目
【
：
ロ
目
の
『
西
の
目
、
：
、
ロ
ゴ
８
房
。
宮
巨
且
○
四
の
一
房
・
弓
員
三
さ
の
扇
ｃ
ｌ
ｇ
吻
冒
詩
貫
写
』
巳
ミ
ヵ
ミ
§
言
盲
目
蔦
穴
目
冒
芝
一
同
ｇ
『
、
．

の
単
な
る
選
択
意
志
が
他
の
す
べ
て
の
人
を
そ
れ
の
使
用
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
な
も
の
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
が
私
自
身
に
帰
属
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
内
的
な
私
の
も
の
で
あ
り
、
外
的
な
私
の
も
の
は
私
の
選
択
意
志
に
依
存
す
る
外
的
客
体
で
あ
り
、
私
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
」
（
×
×
旨
い
］
凶
た
だ
し
原
瞥
に
×
×
三
ｂ
一
】
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
植
）
な
お
、
心
理
学
的
自
由
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
「
実
践
理
性

批
判
」
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
の
批
判
的
解
明
」
（
く
・
巴
‐
］
忌
）
の
な
か
の
特
に
次
の
箇
所
を
参
照
。
く
、
一
・
く
・
富
・
拙
論
「
意
志
の
自
律
－
－

そ
の
形
成
と
栂
造
」
浜
田
義
文
編
「
カ
ン
ト
読
本
」
法
政
大
学
出
版
局
一
九
八
九
年
所
収
の
な
か
の
特
に
一
八
一
～
一
八
一
一
ペ
ー
ジ
参
照
。
く
巴
・

需
旨
、
『
『
・
巴
の
ヨ
ョ
：
．
⑳
・
○
・
・
ｍ
・
一
玉
［
芝
・
一
狩
自
、
【
の
切
目
、
．
§
・
Ｐ
ｍ
・
目
零
・
盲
ョ
。
ｍ
・

（
ｕ
）
経
験
的
占
有
に
関
し
て
「
私
の
外
的
自
由
」
（
ョ
⑥
旨
①
冒
房
『
①
。
①
】
豆
［
・
く
『
・
以
全
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
叡
智
的
占
有
（
純
粋
に
法

的
な
占
有
）
に
か
か
わ
る
「
外
的
自
由
の
法
則
」
（
く
一
ｂ
巴
）
の
も
と
で
の
自
由
、
徳
論
の
内
的
自
由
に
対
し
て
法
論
の
外
的
自
由
が
対
比
さ
れ
る
場

合
の
外
的
自
由
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
く
、
］
と
一
・
』
Ｒ
〉
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
掲
の
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
で
は
「
私
の
外
面
的
自
由
」
と
訳
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
虹
）
「
実
践
理
性
の
許
容
法
則
」
で
の
「
段
初
の
占
有
」
は
三
島
淑
臣
教
授
の
詳
細
で
現
代
の
研
究
水
準
を
示
す
論
考
に
よ
れ
ば
「
狭
義
の
所
有
権
」

（
国
鴨
昌
冒
）
の
取
得
作
用
と
し
て
の
「
先
占
」
（
因
①
己
号
冨
、
目
的
・
自
巨
冨
［
亘
作
用
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
章
に
出
て

い
る
「
最
初
の
占
有
」
は
占
有
一
般
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
人
格
に
お
け
る
手
段
と
し
て
の
面
に
か
か
わ
る
対
人
権
や
物
権
的
対
人
権
に
も
当

て
は
ま
る
広
義
の
概
念
で
あ
る
と
受
け
と
れ
な
い
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
論
者
は
考
え
る
。
三
島
淑
臣
「
理
性
法
思
想
の
成
立
」
成
文
堂
、
一

九
九
八
年
、
’
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
参
照

（
犯
）
定
言
命
法
に
よ
る
実
践
的
推
論
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
カ
ン
ト
の
良
心
論
の
革
新
性
に
つ
い
て
」
日
本
哲
学
界
編
「
哲
學
」
法
政
大
学
出
版
局
、
一

九
九
二
年
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
の
注
（
６
）
参
照
。

（
羽
）
本
稿
と
は
異
な
っ
て
広
範
に
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
お
け
る
人
格
の
相
互
承
認
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
次
の
文
献
が
重
要
で
あ
る
。
高
田
純
著
「
実
践

と
相
互
人
格
性
」
北
海
道
大
学
図
轡
刊
行
会
、
’
九
九
七
年
、
一
一
○
～
一
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

’
＠
胃
．
、
・
二
一
‐
一
量
・
三
・
得
目
、
宍
：
二
コ
ｍ
・
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
⑫
．
Ⅸ
。
『
・

（
旧
）
「
私
法
」
の
第
二
筋
が
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
（
言
・
量
ｅ
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
浪
縄
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
第
六
節
よ
り
先
に
位
極

す
る
。
し
か
し
、
第
六
節
の
中
で
も
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
（
員
Ⅸ
Ｕ
が
登
場
す
る
。
先
述
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
版
「
法
論
」
で
は
第
二
節
は

全
面
的
に
削
除
さ
れ
、
す
べ
て
第
六
節
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
（
ｍ
・
ョ
ご
・

（
四
）
こ
の
指
摘
は
プ
ラ
ン
ト
教
授
に
よ
る
。
”
①
一
号
胃
９
ｍ
『
目
。
【
・
ロ
届
、
【
一
目
ワ
ヨ
橘
の
、
①
［
侭
６
。
①
『
如
く
⑰
目
目
『
［
盲
○
○
甥
の
三
の
宮
①
一
コ
【
目
扇
”
①
。
冨
一
：
『
ｐ
冒

記
恩
貢
冒
言
ご
旨
葛
忌
烏
、
倉
淳
忌
冒
畠
》
ゴ
恩
．
ご
目
・
丙
①
冒
冨
ａ
■
『
ｇ
ｐ
Ｆ
因
⑰
『
旨
』
①
胃
・
碗
・
蹟
。
【

（
卯
）
カ
ン
ト
の
「
法
論
」
に
お
け
る
許
容
法
則
に
つ
い
て
の
詳
細
は
プ
ラ
ン
ト
教
授
の
示
唆
に
富
む
前
掲
論
文
を
参
照
。
丙
⑰
ヨ
ゴ
自
国
『
ｇ
ｇ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
ｍ
。

カ
ン
ト
の

回
］
］
０
凹
函
い
・
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２１定言命法によるカントの私法論

KmtsPIivatrechtslehrenachdem 

kategolischenllnperativ 

－IntemgiblerBesitzundmpiansFbnneln 

TatsubumiSUGASAWA 

KantsPrivatrCchtslehregrUndetsichaufdenkaにgorischenlmperativ・Dieses

BeweiszielmeinesAufSaにesergibtsichausdeTTextanalysedeseFstenAbschnittsvon

KamsPrivatJCchtslehreinderMemphysjＡｄｂｒＳｊ"e"・InsbesondelCgehteshierbeium

dieGrundlagedesimelligiblenBesitzｅｓｕｎｄｄｅｎＳｉnnderFormelnvonUlpianimersten 

AbschnittdesPrivatrechtsKants・DieErgebnissekOnntenfOlgendermaBenzusam‐

mengefasstwerden． 

]）InbezugaufdieFormelnvonUlpianwirdgezeigt,daBderdriuenRechtspnicht 

derallgemeineWilIezugrundeliegt，unddereinseitigeWille，derdieersteinnere 

Rechtspnichtbewirkt,demdiedritteRechtspnichtkonstituierendenallgemeinenWillen 

subsumiertwird,worausdiezweiteRechtspflichtabgeleitetweldenkann・Aufdiese

WeiserCalisiertsichdiｅｚｗｅｉに,ｉｎｄｅｒｅ庵tenRechlspflichtenthaIteneFOrmeldeskate‐

gorischenlmperativs、

２)DeTinteIligibleBesitzwirddirektausdem【℃chtlichenPostulatderpraktischen

Vemunftdeduziert-DiesesPosmlatselbstbedarfaberderHalmoniejedeTFr℃iheitder 

Willkiir,dievomkategorischenlmperatiwcalisiertwird,weildere耐teinにuigibleBesitz

einesGegenstandes，dessensichdieanderenenthaltensoIlen，nurdurchdenselben 

lmperativmdglichist､DessenbedarfalsoderinteIligibleBesitz、

ＡｕｆｄｉｅｓｅｎｚｗｅｉＷｅｇｅｎｋ６ｎｎｅｎｗｉｒｚｗｅizentraleFunktionendeskategorischen 

lmperativsinderPrivatrechtsIehlcKantsverstehen､DiesezweiWegeaberverbinden 
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wirmiteinander,weildieinnereRechtspflichtdurchdasrEchtlichePostulatderpmktis-

chenVemunftge1℃chtfertigtwird(vgLVI,257),daszugleichunmitにIbardenintelligi‐
blenBesnzdeduzier[． 
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